
事 務 連 絡 

令和８年２月２６日 

 

愛知県指定障害福祉サービス事業所等 御中 

 

愛知県福祉局福祉部障害福祉課 

 

令和８年４月からの報酬（加算）の体制届について 

 

 日頃から本県の障害福祉行政の推進に御理解と御協力いただき、誠にありがとうござ

います。 

 令和８年４月以降の体制届の提出については下記のとおりといたします。なお、年度

当初の体制届については、原則、算定する単位数に変更が生じる場合に提出いただくこ

ととしておりますが、令和８年度に予定されている報酬改定の改訂事項に鑑み、就労移

行支援体制加算を算定する事業所及び就労継続支援Ｂ型事業所の基本報酬 （平均工賃月

額）については、算定する単位数に変更がない場合も年度当初の届出を必須としますの

で、御対応の程お願いいたします。 

 また、体制届は届出行為であり、事業者の責任において要件を満たしていることを 

確認したうえで、報酬の算定内容を本県に御報告いただくものです。 

届け出たことをもって要件を満たすものではなく、事後的であっても運営指導等での 

確認において要件を満たさないことが判明した場合は、指定取り消し等の行政処分や報

酬の返還の対象となる場合がございますので、事業者におかれましては報酬告示・基準

省令等の各種規定を必ず御確認のうえ、御提出いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 提出期限 

（１）算定する単位数の変更がある場合 

①  新たに算定する、又は算定する単位数が増える場合 

前月１５日まで（消印有効） 

※４月分は３月１５日（消印有効）までとする。 

※前年度実績に基づき算定する基本報酬・加算についても同様とするが、提出

時点で実績が判明していないものは、見込みにより提出すること。 

  実績が判明した時点で、届け出ている算定内容に変更がある場合は、前年

度実績に基づく報酬・加算に限り、４月３０日（必着）までは体制届の提出

を受け付ける。 

② 算定する単位数が減る、又は算定されなくなる場合 

 判明次第速やかに提出すること。 

 



（２）算定する単位数の変更が無い場合の年度当初の届出 

①  就労移行支援体制加算、就労継続支援Ｂ型の基本報酬（平均工賃月額）の届出 

３月１５日（消印有効）まで 

※実績が判明した時点で、届け出ている算定内容に変更がある場合は、４月３

０日（必着）までは体制届の提出を受け付ける。 

※就労移行支援体制加算の届出については、以下のサービス種別が対象となる。 

・就労継続支援Ａ型 

・就労継続支援Ｂ型 

・生活介護 

・自立訓練（機能訓練） 

・自立訓練（生活訓練） 

② ①を除く届出 

提出不要 

※①を除く前年度実績に基づき算定する基本報酬・加算について、「前年度実

績に基づき算定する加算等に係る自己点検表」の提出も不要であるが、各事

業所において点検のうえ適切に保管すること。 

 

２ 留意事項 

 ・以下の宛先まで郵送により提出すること。 

〒460-8501（住所不要） 愛知県福祉局福祉部障害福祉課障害福祉事業所支援室 

・提出様式等の詳細は県ホームページを確認すること。 

障害者総合支援法：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shakasan.html  

児童福祉法：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/jikasan.html 

・福祉・介護職員等処遇改善加算については、従前と変わらず毎年の計画書の提出が

必要となるため注意すること。詳細は下記ホームページを確認すること。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000061716.html 

・上記取扱いにかかわらず、報酬改定時における取扱いは改定内容が判明次第ホーム

ページ等で案内するため確認すること。 

 

 

担 当 障害福祉事業所支援室 

事業所指導第一グループ（052-954-6317） 

事業所指導第二グループ（052-954-7400） 

メール shogai@pref.aichi.lg.jp 
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